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第63回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
連結株主資本等変動計算書

連結注記表
株主資本等変動計算書

個別注記表

カシオ計算機株式会社
当社は、第63回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「業務の適正を確保す
るための体制及び当該体制の運用状況の概要」、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、
「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につきましては、法令及び定款の規定に基づき、当
社ウェブサイト（https://www.casio.co.jp/ir/）に掲載することにより提供しております。

表紙
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社及びグループ会社は、『創造 貢献』の経営理念に基づき、「カシオ創造憲章」、「カシオ行動指針」、「カシ
オ倫理行動規範」を定め、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制を整備しております。

① 当社及びグループ会社における取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、法定事項並びに当社及びグループ会社の経営に関する重
要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督することにより、法令、定款に反する行為を未然に防止す
る。

・職務の遂行に係る各種法令を遵守するべく、必要に応じて方針・規程・規則等の文書類を整備し、ＣＳＲ委員
会を始めとする各種委員会での審議・検討を経て、ルールの周知・徹底を図る。

・法令違反行為等に関する問題を相談又は通報する窓口として「公益通報ホットライン」を社内外に設置し、整
備・運用を図る。通報者に対しては不利益のないことを確保する。

・市民社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切関わりを持たず、不当要求に対しては組織全体として
毅然とした対応をとる。

・上記ルールの妥当性と運用の適切性について内部監査等、継続的な見直しによる改善を行い、不祥事の未然防
止を図る。

② 当社及びグループ会社における取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する
体制

・取締役及び使用人の職務執行に係る情報は「文書管理規程」、その他の規則に基づき、各担当部門が保存及び
管理する。

③ 当社及びグループ会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・経営に重大な影響を及ぼすリスクについては、「リスク管理規程」に基づき、ＣＳＲ委員会の下で関連部門と

事務局が一体となって推進する体制を確立する。
・製品安全リスクについては、製品の安全に対するお客様の信頼に応えることが経営上の重要な課題であるとの

認識のもと「製品安全に関する基本方針」を定め、推進体制を構築する。
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④ 当社及びグループ会社における取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

・当社及びグループ会社の経営上の重要案件は、当社の取締役及び監査役が出席する取締役会で審議・決定する
仕組みをとり、原則として毎月１回以上開催することにより経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う。

・業務執行上の重要事項については、当社の執行役員、取締役及び監査役が出席する執行役員会で審議・決定し、
グループ横断的な調整や対策がスムーズに実施できる仕組みをとる。

・執行手続の詳細については、「業務執行決裁権限規程」、「グループ会社決裁権限規程」に定める。
・グループ会社は、連結ベースの経営計画、グループ会社決裁権限規程、各種グループ基本方針等に基づき、職

務執行体制を構築する。

⑤ 当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
・業務の適正を確保するために「カシオ創造憲章」、「カシオ行動指針」、「カシオ倫理行動規範」を基礎とし

て、諸規程を定める。
・当社は、グループ会社担当役員制度によりグループ会社ごとに当社の取締役あるいは執行役員を担当に割り当

て、「グループ会社決裁権限規程」に従い、当社への決裁・報告制度によるグループ会社経営の管理を行い必
要に応じてモニタリングを行う。

・財務報告の適正性及び信頼性を確保すべく推進体制を構築し、業務フロー及び財務報告に係る内部統制を点検
の上、文書化し、評価、改善を行う。

⑥ 当社監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項

・監査役の職務を補助すべき使用人を任命する。
・監査役を補助すべき使用人の任命、異動、評価、懲戒に関する事項は、監査役会の事前同意を必要とする。

⑦ 当社の取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をす
るための体制その他監査役への報告に関する体制と監査役の監査が実効的に行われることを確保す
るための体制

・当社の取締役及び使用人は、当社又はグループ会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときや
法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があるときは、遅滞なく当社監査役に報
告する。
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・グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社又はグループ会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実
を発見したときや法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があるときは、当社の
グループ会社担当役員に遅滞なく報告し、当該担当役員は遅滞なく当社監査役に報告する。

・グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社からの経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他、
コンプライアンス上問題があると認めた場合には、当社監査役に報告する。

・当社の取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社監査役の要請に応じて必要
な報告及び情報の提供を行う。

・当社内部監査部門は当社及びグループ会社の監査結果を定期的に当社監査役に報告する。
・公益通報ホットライン事務局は通報状況・処理状況を当社監査役に報告する。
・当社監査役へ報告をした者に対しては不利益のないことを確保する。
・当社監査役が当社に対して職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等を請求したときは速やかに処理

する。
・当社監査役は、当社内の重要な会議に出席できる。
・当社及びグループ会社の重要な稟議書は決裁終了後、当社監査役に報告する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、取締役会において決議された「業務の適正を確保するための体制」に基づき、当社及びグループ会社の内
部統制システムを整備し運用しております。

① コンプライアンス体制
・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則で定められた付議基準に基づき必要な事項を決定し、取締役の職務

執行を監督しております。
・取締役会の下部に、社長を委員長とし、全役員が参加する「ＣＳＲ委員会」を設置しております。ＣＳＲ委員

会の統括管理の下、コンプライアンスリスクの棚卸を実施し、都度モニタリングを行い、実施状況に不備がな
いか確認しております。定例会議は年２回開催しております。

・「カシオ倫理行動規範」のより一層の理解と浸透を目的に、定期的に教育を実施しております。また、コンプ
ライアンスに関するアンケートを実施し、改善を図っております。

・公益通報ホットラインに寄せられた通報に対しては中立・公正な対応を図っており、その処理状況などについ
ては監査役に報告しております。
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・反社会的勢力への対応として、不当要求防止責任者を関連部門に設置するほか、不当要求対応マニュアルの周
知徹底を行っております。

② リスク管理体制
・リスク管理活動は「リスク管理規程」に基づき関連部門が主体的に推進するとともに、ＣＳＲ委員会が統括管

理を行うことで適切なリスク管理体制を構築し、推進しております。
・不測の事態に会社組織として対応していくために、役員及び従業員とその家族の安全確保、企業資産の保全を

主眼として、「危機管理マニュアル」を制定し、運用しております。
・「製品安全に関する基本方針」に基づき、製品安全に関する自主行動計画を策定・推進し、継続的な改善を行

っております。また、全社品質高揚委員会を年２回開催し、品質の可視化、品質情報の共有化、品質方針・施
策の決議などを行い、各事業部門の品質保証活動に展開しております。

③ 職務執行の効率性及び適正性の確保
・取締役会を原則毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、当事業年度は17回開催いたしま

した。取締役会規則で付議事項を詳細に定め、それに基づき経営の重要案件を審議・決定しております。業務
執行の効率性・機動性を高めるため、付議基準に満たない事項については執行役員に権限委譲しております。

・執行役員会を原則毎月１回開催し、業務執行上の重要事項を審議し、情報共有及び全社的な調整等を図ってお
ります。

・執行手続きの詳細については、「業務執行決裁権限規程」、「グループ会社決裁権限規程」に基づき運用して
おり、規程の見直しを適宜実施しております。

・グループ会社管理については、担当役員による事業審議会の実施や事業計画の進捗管理のほか、「グループ会
社決裁権限規程」で特定された重要項目について当社への決裁・報告を実施しております。また、当社内部監
査部門による監査の実施など、問題点の早期発見、迅速な意思決定、適正な業務執行を図っております。

・財務報告の適正性及び信頼性の確保を目的に基本方針を定め、内部統制委員会を設置し、推進しております。

④ 監査役の監査の実効性の確保
・監査役は、取締役会及び各種の重要な会議・委員会に出席するほか、代表取締役との定期的な会合、当社及び

グループ会社の取締役や使用人などからの聴取や報告、重要事項の決議書類の閲覧などを通して、厳正な監査
を実施しております。

・監査役は、会計監査人や内部監査部門からの監査報告、意見・情報交換を行うなど相互の連携を図っております。
・監査役のサポートをするための専任の監査スタッフを配置しております。
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連結株主資本等変動計算書（2018年４月１日から2019年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 48,592 65,058 101,938 △19,949 195,639
当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △12,316 △12,316
親会社株主に帰属する当期純利益 22,135 22,135
自己株式の取得 △7 △7
自己株式の処分 0 0 0
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 － 0 9,819 △7 9,812
当連結会計年度末残高 48,592 65,058 111,757 △19,956 205,451

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計

当連結会計年度期首残高 10,885 △3,326 3,493 11,052 206,691
当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △12,316
親会社株主に帰属する当期純利益 22,135
自己株式の取得 △7
自己株式の処分 0
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額） △2,639 △852 △1,418 △4,909 △4,909

当連結会計年度変動額合計 △2,639 △852 △1,418 △4,909 4,903
当連結会計年度末残高 8,246 △4,178 2,075 6,143 211,594

（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事

項に関する注記等
(1)　連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数　　　　　　　45社
　主要な連結子会社名

山形カシオ株式会社、Casio America, Inc.、Casio 
Holdings, Inc.、Casio Europe GmbH、Casio 
Computer (Hong Kong) Ltd.、カシオ電子（深圳）
有限公司、カシオ（中国）貿易有限公司、カシオ電
子科技（中山）有限公司、カシオ電子（韶関）有限
公司、Casio Singapore Pte., Ltd.、Casio 
(Thailand) Co., Ltd.

　当連結会計年度において、清算結了のため１社を連結
の範囲から除外しております。

②　非連結子会社の名称等
　該当はありません。

(2)　持分法の適用に関する事項
①　持分法適用の関連会社数　　　 ３社

　主要な会社名              　カシオリース株式会社

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の
名称等
　該当はありません。

(3)　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、カシオ電子（深圳）有限公司他
10社を除いて、連結決算日に一致しております。
　カシオ電子（深圳）有限公司他10社の決算日は12月31
日であり、連結決算日との差異が３ヶ月を超えないので、
当連結計算書類の作成に当っては各社の当該事業年度に係
る計算書類を基礎としております。
　なお、当該決算日と連結決算日が異なることから生ずる
連結会社間取引に係る会計記録の重要な不一致等について
は、連結上必要な調整を行っております。

(4)　会計方針に関する事項
①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっております。

ロ．その他有価証券
・時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法によってお
ります。（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は主として移動平均法により算定してお
ります。）
・時価のないもの

主として移動平均法による原価法によっておりま
す。

②　デリバティブの評価基準及び評価方法
　デリバティブについては、時価法によっております。

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　主として先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に
よっております。

④　固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法（但し、1998年４
月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び当
社の本社建物及び構築物並びに2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については定額
法）、在外連結子会社は主として定額法によっており
ます。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・市場販売目的のソフトウエア

見込販売収益に基づく減価償却方法（但し、３年以
内）によっております。
・自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
によっております。

ハ．リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリー
ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。
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⑤　引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

ロ．製品保証引当金
販売済製品に対して保証期間に発生が見込まれるア

フターサービス費用を計上したものであり、この計上
額は過去１年間のアフターサービス費の実績額を基準
として算出しております。

ハ．役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額を計上しております。
ニ．事業構造改善引当金

事業構造改革に伴い発生する損失に備えるため、当
該損失見込額を計上しております。

⑥　収益及び費用の計上基準
（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）
イ．当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）によっております。
ロ．その他の工事

工事完成基準によっております。

⑦　外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。なお在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期
中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部
における為替換算調整勘定に含めております。

⑧　ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の
要件を満たしている為替予約については振当処理に、特
例処理の要件を満たしている金利スワップについては特
例処理によっております。

⑨　のれんの償却方法及び償却期間
　５年間で均等償却しております。

⑩　退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の計上基準
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に
おける見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額
を控除した額を計上しております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（９～13年）による定額法により費用
処理しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９～13年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理することとしております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用につい
ては、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包
括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しており
ます。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。

⑪　消費税等の会計処理
　税抜方式を採用しております。

⑫　連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

２．表示方法の変更に関する注記
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う
変更)
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基
準第28号　2018年２月16日)を当連結会計年度の期首から適
用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。

３．連結貸借対照表に関する注記
(1)　有形固定資産の減価償却累計額

85,568百万円

(2)　輸出手形割引高
452百万円

４．連結損益計算書に関する注記
事業構造改善費用

　楽器事業の構造改革に伴う固定資産の減損損失、国内営
業、サービス構造改革に伴う拠点整理に係る費用及びその他
関連費用等であります。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1)　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 (千株) 増加 (千株) 減少 (千株) 当連結会計年度末 (千株)
普通株式 259,021 ― ― 259,021

(2)　配当に関する事項
①　配当金支払額

　2018年６月28日開催の第62回定時株主総会決議に
よる配当に関する事項

　・配当金の総額
　7,390百万円

　・１株当たり配当額
　30円

　・基準日
　2018年３月31日

　・効力発生日
　2018年６月29日

　2018年11月６日開催の取締役会決議による配当に関
する事項

　・配当金の総額
　4,926百万円

　・１株当たり配当額
　20円

　・基準日
　2018年９月30日

　・効力発生日
　2018年12月４日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の
効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　2019年６月27日開催の第63回定時株主総会の議案

として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。

　・配当金の総額
　6,158百万円

　・配当の原資
　利益剰余金

　・１株当たり配当額
　25円

　・基準日
　2019年３月31日

　・効力発生日
　2019年６月28日
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６．金融商品に関する注記
(1)　金融商品の状況に関する事項

　当グループは、余剰資金は安全性の高い金融資産で運用
し、また、運転資金及び設備投資に必要な資金は社債発行
や銀行等金融機関からの借入によって調達しております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を定期的に行い、リスク低減
を図っております。
　有価証券及び投資有価証券は、主として安全性の高い高
格付けの債券と業務上の関係を有する企業の株式であり、
定期的に時価を把握し、保有状況を見直しております。
　支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、１年以
内の支払期日であります。

　営業債務、借入金、新株予約権付社債は、流動性リスク
（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒され
ておりますが、当グループでは、手元流動性を連結売上高
の一定以上に維持することなどにより管理しております。
　デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動
リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取
引、借入金に係るキャッシュ・フローの固定化を目的とし
た金利スワップ取引であります。デリバティブ取引の執
行・管理については、社内規程に則っており、当該規程で
は、デリバティブ取引の管理方針、利用目的、利用範囲、
組織体制、業務手続及び取引相手方の範囲に関する事項が
規定されており、相互牽制機能が働くような実施体制及び
報告体制を整備しております。

(2)　金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1)　現金及び預金 73,714 73,714 ―
(2)　受取手形及び売掛金 44,141 44,141 ―
(3)　有価証券及び投資有価証券
　①満期保有目的の債券 20,000 20,000 ―
　②その他有価証券 57,855 57,855 ―
(4)　支払手形及び買掛金 （28,522） （28,522） ―
(5)　１年内償還予定の新株予約権付社債 （10,003） （9,984） △19
(6)　未払金 （19,784） （19,784） ―
(7)　未払法人税等 （3,584） （3,584） ―
(8)　長期借入金 （58,988） （59,113） 125
(9)　デリバティブ取引
　①ヘッジ会計が適用されていないもの （58） （58） ―
　②ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。また、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示して
おり、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。

（注）1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ
取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は
取引所の価格又は取引先金融機関から提示された価格によってお
り、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(4) 支払手形及び買掛金、(6) 未払金、(7) 未払法人税等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。
(5) １年内償還予定の新株予約権付社債
　１年内償還予定の新株予約権付社債の時価については、取引先金融
機関から提示された価格によっております。
(8) 長期借入金
　長期借入金の時価について、固定金利によるものは、元利金の合計
額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
定する方法によっております。
　変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は
帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりますが、
金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当該金利スワッ
プと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場
合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法
によっております（下記(9) 参照）。
(9) デリバティブ取引
　為替予約取引の時価については、先物為替相場によっております。
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長
期借入金と一体で処理されているため、その時価は、当該長期借入金
の時価に含めて記載しております（上記(8) 参照）。

（注）2．非上場株式（連結貸借対照表計上額2,775百万円）は、市場
価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりま
せん。

７. １株当たり情報に関する注記
(1)　１株当たり純資産額

859円02銭

(2)　１株当たり当期純利益
89円86銭

８．重要な後発事象に関する注記
特記すべき事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2018年４月１日から2019年３月31日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益

剰余金
当期首残高 48,592 64,565 0 64,565 7,090 145 39,880 19,149 66,264
当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 5 －
剰余金の配当 △12,316 △12,316
当期純利益 18,350 18,350
自己株式の取得
自己株式の処分 0 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 0 0 － △5 － 6,039 6,034
当期末残高 48,592 64,565 0 64,565 7,090 140 39,880 25,188 72,299

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △19,949 159,472 10,794 10,794 170,266
当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －
剰余金の配当 △12,316 △12,316
当期純利益 18,350 18,350
自己株式の取得 △6 △6 △6
自己株式の処分 0 0 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △2,550 △2,550 △2,550

当期変動額合計 △6 6,028 △2,550 △2,550 3,478
当期末残高 △19,956 165,501 8,243 8,243 173,744

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券
　償却原価法（定額法）によっております。

②　子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法によっております。

③　その他有価証券
・時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法によっておりま
す。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定しております。）
・時価のないもの
　移動平均法による原価法によっております。

(2)　デリバティブの評価基準及び評価方法
　デリバティブについては、時価法によっております。

(3)　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりま
す。

(4)　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。
　但し、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備
を除く）及び本社の建物及び構築物並びに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定
額法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
・ソフトウエア
　市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益
に基づく減価償却方法（但し、３年以内）、自社利用のソ
フトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。
・その他
　定額法によっております。

③　リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっております。

(5)　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

②　製品保証引当金
　販売済製品に対して当社の保証期間に発生が見込まれ
るアフターサービス費用を計上したものであり、この計上
額は過去１年間のアフターサービス費の実績額を基準と
して算出しております。

③　役員賞与引当金
　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給
見込額を計上しております｡

④　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度
末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
　なお、当事業年度末においては、年金資産見込額が退職
給付債務見込額に未認識過去勤務費用及び未認識数理計
算上の差異を加減した額を超過しているため、当該超過額
を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しておりま
す。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（11年）による定額法により費用処
理しております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理することとしております。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。

⑤　事業構造改善引当金
　事業構造改革に伴い発生する損失に備えるため、当該損
失見込額を計上しております。
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(6)　収益及び費用の計上基準
（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）

①　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が
認められる工事
　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）に
よっております。

②　その他の工事
　工事完成基準によっております。

(7)　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(8)　ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要
件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処
理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理
によっております。

(9)　退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤
務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれら
の会計処理の方法と異なっております。

(10)　消費税等の会計処理
　税抜方式を採用しております。

(11)　連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

２．表示方法の変更に関する注記
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う
変更)
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基
準第28号　2018年２月16日)を当事業年度の期首から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税
金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。

３．貸借対照表に関する注記
(1)　有形固定資産の減価償却累計額

67,528百万円

(2)　輸出手形割引高
452百万円

(3)　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
金銭債権

32,461百万円
金銭債務

21,333百万円

(4)　長期貸付金から直接控除した貸倒引当金
25百万円

４．損益計算書に関する注記
(1)　関係会社との取引高

売上高
110,326百万円

仕入高
141,879百万円

営業取引以外の取引高
4,015百万円

(2)　事業構造改善費用
　楽器事業の構造改革に伴う固定資産の減損損失、国内営
業、サービス構造改革に伴う拠点整理に係る費用及びその
他関連費用等であります。
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首（千株） 増加（千株） 減少（千株） 当事業年度末（千株）
普通株式 12,696 3 0 12,699

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

６．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

繰越欠損金 6,750百万円
たな卸資産 1,231
未払費用（賞与分） 1,104
有形固定資産 1,088
退職給付関連費用 688
その他 3,564
繰延税金資産小計 14,428百万円
評価性引当額 △2,480百万円
繰延税金資産合計 11,947百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △3,692百万円
固定資産圧縮積立金 △61
繰延税金負債合計 △3,754百万円
繰延税金資産の純額 8,193百万円

７．リースにより使用する固定資産に関する注記
　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引
開始日が、2008年３月31日以前のリース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、そ
の内容は以下のとおりであります。

(1)　当事業年度の末日における取得価額相当額
104百万円

(2)　当事業年度の末日における減価償却累計額相当額
99百万円

(3)　当事業年度の末日における未経過リース料相当額
6百万円
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８．関連当事者との取引に関する注記
　子会社等

種 類 会社等の名称
議決権等
の所有

割合(％)
関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　目 期末残高
(百万円)

子会社 山形カシオ株式会社 直接
100.0

当社電子時計・システム機
器・部品等の製造

製品の仕入 24,795 買掛金 2,404
原材料の有償支給 19,686 その他流動資産 3,096

子会社 Casio America, Inc. 間接
100.0 当社製品の販売 製品の販売 22,945 売掛金 4,887

子会社 Casio Europe GmbH 直接
100.0 当社製品の販売 製品の販売 25,708 売掛金 4,771

子会社 Casio Computer（Hong Kong）Ltd. 直接
100.0

当社電子時計・電卓等の製
造

製品の仕入 60,350 買掛金 3,896
原材料の有償支給 11,838 その他流動資産 4,768

子会社 カシオ電子(深圳)有限公司 直接
100.0

当社電子時計の設計・製造
役員の兼任 製品の仕入 25,712 買掛金 2,035

子会社 Casio（Thailand）Co., Ltd. 直接
100.0

当社電子時計等の製造
役員の兼任

製品の仕入 26,094 買掛金 1,472
原材料の有償支給 9,292 その他流動資産 3,209

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．製品の仕入及び原材料の有償支給については、原価及び市場価格を勘案し交渉の上で価格を決定しております。
３．製品販売については、製品の市場価格を勘案し交渉の上で価格を決定しております。

９． １株当たり情報に関する注記
(1)　１株当たり純資産額

705円36銭

(2)　１株当たり当期純利益
74円50銭

１０．重要な後発事象に関する注記
　特記すべき事項はありません。
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